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中部地方整備局における建設BCP認定制度について
～地域建設業のためのBCP策定の促進～
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中部地方整備局
ＢＣＰ（事業継続計画）とは
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不測の事態（災害・事故などの被害）が発生した場合でも、重要業務
が中断せず、また、中断した場合でも可能な限り短い時間で再開す
るよう、中断に伴うリスクを最低限に抑えるため、平常時から事業継
続について準備しておく計画（Business Continuty Plan）

現状の予測復旧曲線
BCP実践後の復旧曲線

許される中断の期限の以前
の操業度を復旧させる

許される最低レベル以上
で事業を継続させる

時間軸

事
業
の
操
業
度

平常時 災害対応時

１００％

災害発生

目 標
許される最低レベル

目標 許される
中断の期限

現状の対応
可能時間

出典）地域建設企業における「災害時事業継続の手引き」（（一社）全国建設協会）

ＢＣＰ概念図



中部地方整備局
建設企業におけるＢＣＰの必要性
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建設企業には、災害が発生した場合、いち早く現場に駆けつけ、
迅速に応急復旧を行い、ライフライン等の復旧を通じ、住民の日常
生活を取り戻す役割を担っている。

災害時は、建設企業自体の被害を最小限にすることはもとより、操
業の中断期間を短縮し、被災した社会インフラの応急復旧や二次
災害防止に対して、早急に対応することが不可欠である。

そのため、災害時において建設企業の社会的使命を果たすため、
建設企業自ら継続して事業活動できる体制を構築しておく必要が
ある。

災害時に備え、災害時にとるべき手法・方法等を計画として定める

建設ＢＣＰの策定



中部地方整備局
中部地整における建設ＢＣＰ認定制度について
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大規模自然災害時においては、施設被害の早期把握、迅速な応急復旧対応お
よび二次災害の発生を防止することが重要である。また、大規模災害直後から
震災瓦礫・浸水や土砂堆積により、被災箇所への侵入が困難となるため、迅速
な救命救助活動が可能となる対応が求められる。

南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中部地方整備局管内においては、大
規模自然災害の発生直後から行政と建設企業が共同して災害対応していくこと
が重要となる。

中部地方整備局においては、南海トラフ巨大地震を想定した業務継続計画（Ｂ
ＣＰ）を策定しているが、建設企業においても大規模自然災害発生時に事業活
動を継続できる体制を整えておくことが必要である。

中部地方整備局管内の建設会社が備えている事業継続力を評価し、適合した建

設会社に対する認定および公表することにより、建設会社における事業継続計画

の策定を促進し、もって中部地方整備局の災害対応業務の円滑な実施と緊急事

態への対応力の向上、ひいては地域防災力の向上を目的とする。

中部地整における建設BCP認定制度の創設



中部地方整備局
建設ＢＣＰの実践による効果（イメージ）
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現状の予測復旧曲線
BCP実践後の復旧曲線

時間軸

事
業
の
操
業
度

平常時 災害対応時

１００％

災害発生 事業損益の軽減
二次災害の防止
インフラの早期復旧

最低レベル以上で
事業を継続

地域防災力の向上



中部地方整備局
中部地整における建設ＢＣＰ認定制度の概要

項 目 中部地整の建設ＢＣＰ認定制度

概

要

認定対象

①建設業法に基づく許可を受けている
②中部地方整備局における一般競争参加資格の認定を受け、「一般土木工事の

B、C 等級」、「維持修繕工事」、「アスファルト舗装工事」、「港湾土木工事の
A、B 等級」、又は「港湾等しゅんせつ工事のA、B等級」に認定されている

③本店、支店、営業所のいづれかが中部地整管内にある

認定の区分 新規、継続

認定証有効期間 新規：３年間、継続：３年間

申

込

申込と認定の期間 ２回／年

申込み先 中部地方整備局

評

価

評価の種類
書類評価
（書類評価で疑義が発生した場合のみ、ヒアリングを行う場合がある）

評価の項目
重要業務の選定と目標時間の把握、災害時の対応体制、対応拠点の確保、
情報発信・情報共有、人員と資機材の調達、訓練と改善の実施等

部
会

評
価

評価部会審議内容 申込資料の評価

開催時期 ２回／年

備
考

他機関で認定したＢＣＰを
審査無しでの認定

対象としない
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中部地方整備局
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⑨不適合通知に関する問合せ

①申込書類の作成【申込会社】
・「評価要領」に基づく書類の作成
・疑義は「受付相談窓口」に問い合わせ

③受付【受付相談窓口】
・申込書類の受付け
・書類の記入漏等の確認

⑦認定証発行
・認定証の発行（有効期間：３年間）
・認定会社の公表（ホームページ上）

⑤疑義がある場合
・疑義の箇所の内容を明示した申し送り書送付
・疑義等により必要と判断した場合のみ面接を実施

⑥訂正再提出【申込会社】
・訂正再提出

⑧不適合通知書発行

⑩問合せに対する回答

②申込【申込会社】
・「評価要領」に基づく書類を整え申込

※２回／年

④評価と審議の実施【評価部会】
・評価要領に基づき適否を評価
・記述内容の適否を確認
・認定証発行可否の審議
・不適合通知書発行可否の審議

※２回／年

※発行日の翌日から８日以内

※問合せ日の翌日から１４日以内

相談 ・ 回答

申込書類に虚偽記載等があった場合

：中部地方整備局

：申込会社

申込書類
①基礎的事業継続力 認定申込書（様式１）
②申込書類確認一覧（様式２）
③評価書類（任意様式）

申請から認定までの流れ



中部地方整備局
建設ＢＣＰの作成方法
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「建設会社における災害時の事業継続力認定評価要領」及び「建設会社における

災害時の事業継続力の申請に向けたガイドライン」にしたがって作成

【記述内容】
認定概要
申込み
評価方法
書類の作成（記載上のポイント）
申込書類確認一覧（確認のポイント）

【記述内容】
具体的な記載内容の説明
記載例



中部地方整備局
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建設ＢＣＰの訓練について

 災害時にも事業を継続または迅速に再開するには、全社員が対応内容を認識し、
ＢＣＰの実効性を高めておくことが必要であり、災害を想定した訓練が重要

 訓練計画の立案、或いは実施に当たり、参考資料となる「建設会社における災害
時の事業継続力認定の継続申請に向けた建設ＢＣＰ訓練マニュアル」を作成

 建設ＢＣＰには訓練計画を記載し、着実に実施し、継続更新時には訓練実施記
録の提出を求める

シミュレーション訓練

総合実動訓練BCP手順確認訓練

ロールプレイング訓練



中部地方整備局
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制度開始までと開始後のスケジュール（予定）

【第１回】
令和２年２月３日 制度開始・申込み案内

４月 BCP受付開始
５月 受付締切
９月 BCP認定

【第２回】
令和２年８月 申込み案内

９月 BCP受付開始
10月 受付締切
１月 BCP認定

1 2 3

業界との打合せ ●

業界意見聴取

認定制度委員会 ○

建設会社説明会 ○

認定制度の開始・周知

申込案内

申込受付

評価部会 ○ ○

評価・認定
★ ★

312 4 6 7 8 9 10 11 12 15
項　　　　目

令和元年度 令和２年度

2

第１回 第２回

第１回 第２回

第２回

第３回

第２回第１回



中部地方整備局
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事業継続力認定制度の改定について（Ｒ５より適用予定）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

制度開始
新規認定

要領検討 要領改定 適用

継続更新

改定内容を反映

事業継続力認定制度の運用を開始してから次の更新時までに、ＢＣＰの更なる

実効性の向上を目的に、評価要領等の改定を予定

■スケジュール（案）
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中部地方整備局
ＨＰへの掲載
■中部地方整備局ＨＰトップページ
（http://www.cbr.mlit.go.jp/）

ここをクリック

■防災情報ポータルサイト

拡大

下にスクロール

ここをクリック
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中部地方整備局

■中部地方整備局事業継続力認定制度について

ＨＰへの掲載

評価要領、ガイドライン、
様式等を掲載
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